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シックハウス対策のポイント 
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　「住宅の品質確保の促進等に係る法律」の中に「住宅性能表示制度」

があります。建て主などが希望すれば、９分野２８事項の性能について専

門機関が評価して「住宅性能評価書」をもらえる制度です。シックハウ

ス関連では、分野６「空気環境に関すること」の中で以下の３項目を指

示できるようになっています。 

製材等 ６-１ 
ホルムアルデヒド対策 
（内装及び天井裏等） 

６-２ 
換気対策 

６-３ 
室内空気中の 
化学物質の濃度等 

使用する／使用しない 

特定建材※ 
使用する場合 

※特定建材 
　住宅の一部となった後もホルムアルデヒドを発散する可能性のある木質建材、壁紙、 
　接着剤等のことであり、建築基準法の内装制限の対象となっているものと同じ。 

使用する／使用しない 

その他の建材 使用する／使用しない 

機械換気設備／その他［　　　　　　　］ 居室の換気対策 

局所換気対策 便所 機械換気設備／換気可能な窓／なし 

浴室 機械換気設備／換気可能な窓／なし 

台所 機械換気設備／換気可能な窓／なし 

化学物質の名称・濃度・採取条件等を表示 
（測定対象物質は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、 
　トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン） 

ホルムアルデヒド発散等級（内装） 等級３～等級１ 

ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等） 等級３・等級２ 

６
　
空
気
環
境
に
関
す
る
こ
と 

〈基準の構成〉 


